
運輸安全委員会は平成20年10月から平成24年３月末までに公表された船舶

海難件数 １２６件 ［ 隻数 １７５隻 ］
事故関係者総数 ３４６人

▼水上オートバイ事故の特徴▼
① 船舶（水上オートバイ）同士の衝突事故が多い［５１件］
② 死傷率が非常に高い（全体の４７％） ［死亡２１人 負傷１４２人（うち、重傷４８人）］

運輸安全委員会は平成20年10月から平成24年３月末までに公表された船舶
事故等調査報告書により、水上オートバイの船舶事故の分析を行いました。

事故を起こした水上オートバイ
（写真：運輸安全委員会提供）

みんなの海！他人に迷惑をかけないようにしよう！

危険操縦【遊泳者に接触】 ６件 ［６隻］

遊泳者等 ７人負傷

不適切な見張り
衝突 ６５件 全体の５１.６％

航行中や漂泊中を問わず、他船との衝突のおそれあり！

（写真：運輸安全委員会提供）

遵守事項関係

酒酔い操縦は正確な判断ができなくなります

酒酔い操縦 ５件 ［６隻］

１０人負傷

免許者が同乗しても無免許者は操縦できません

免許者の自己操縦違反３件 ［３隻］

２人死亡 １人重傷

無免許操縦 １７件 ［２０隻］

４人死亡 ９人重傷

酒酔い操縦は正確な判断ができなくなります。免許者が同乗しても無免許者は操縦できません！

バナナボート等浮体をえい航中の事故 ２２件 ［２２隻］

浮体搭乗者等 ２人死亡 １１人重傷

遵守事項制度

水上オートバイを貸した者にも罰則

４人死亡 ９人重傷

浮体搭乗者に注意し、慎重な操縦を心がけましょう！

遵守事項（船舶職員及び小型船舶操縦者法第２３条の３６）
水上オートバイを含む小型船舶を安全に利用していただくため、小型船舶操縦者（船長）に法令で遵守事項を定めています。
これら遵守事項を守りつつシーマンシップを発揮して安全な航海を楽しんで下さい。

□酒酔い等操縦の禁止 酒酔い状態等での操縦は禁止です。

□危険操縦の禁止 遊泳者等付近での疾走等は禁止です。

□免許者の自己操縦 水上オートバイは全ての水域で免許者が直接操縦しなければなりません。

□ライフジャケット等の着用 水上オートバイの乗船者は、ライフジャケットを着用しなければなりません。

遵守事項に違反すると、違反点数が付けられ、過去の累積点数が基準に達した場合、行政処分が課せられることがあります。

□ 遵守事項違反点数
酒酔等操縦、自己操縦、危険操縦 ３点
ライフジャケット等の着用 ２点

□ 行政処分基準
過去３年以内の処分 なし → 過去１年の累積点数 ５点
過去３年以内の処分 あり → 過去１年の累積点数 ３点

（国土交通省HP：http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji06_hh_000045.html）



水上オートバイを安全に楽しむためには、以下のようなゲレンデにおいてルールを守って遊
びましょう。特に初めて走航するゲレンデでは、事前にルールを確認し、遊びましょう。
（QRコードにより、各水域のルールがご覧になれます。）
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※ゲレンデの状況が変化している場合もありますので、必ず事前に確認してください。

上記ゲレンデ情報は下記のホームページにて掲載されております。上記ゲレンデ情報は下記のホ ム ジにて掲載されております。

(特)PW安全協会HP
http://www.pwsa‐jp.com/user/gelende/

（H24年度作成）


